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県に関するさまざまな情報をお届けします かごしまのシンボル

かごしまのシンボル 検索

　県のシンボルマーク、花、鳥、木、歌などを県ホー
ムページで紹介しています。

鹿児島県広報課「県政かわら版（10月号）プレゼント係」

締切

ハガキ 〒890-8577　鹿児島市鴨池新町 10-1
FAX 099（286）2119
電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

福岡県観光政策課　☎092(643)3454　FAX092(643)3431平成30年11月30日（金）必着

●山形屋

●鹿児島信用金庫

●南日本銀行

山形屋
●立体駐車場

県産業
会　館

［場　　所］鹿児島市名山町9-1　
鹿児島県産業会館 1Ｆ

☎099（225）6120　FAX 099（223）0755
［営業時間］午前９時～午後６時
［定 休 日］年末年始宛先

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！ 福岡県からのお知らせ
第35回伝統的工芸品月間国民会議全国大会 福岡大会

鹿児島ブランドショップ
〈特産品の問い合わせ先〉

垂水市浜平１８７９
☎０９９４（４５）５５８０

株式会社竹之内組
（たるみず畑）

5名様

とんとこ
海老のスープ

2017かごしまの新特産品コンクール
奨励賞

　江戸時代から続く「とんとこ漁」で水揚げさ
れる錦江湾の希少なエビで作ったスープです。天
日干しで旨味を凝縮し、ゆずを加えてすっきりと
仕立てました。

　全国各地の伝統的工芸品が一堂に集
結する「KOUGEI EXPO」を開催し
ます。展示や販売を行う他、体験もで
きます。ぜひ、“ご来福”ください！

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！

他県紙面交換

問い合わせ先

  

県庁生活・文化課 ☎099(286)2523 県庁子ども家庭課 ☎099(286)2775問い合わせ先

　ご意見・ご感想をいただいた方の中から、抽選で特
産品をプレゼントいたします。（住所、氏名、年齢、電話
番号を明記）
　なお、発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。いただ
いた個人情報は、プレゼントの送付以外の目的には利用しません。

ムーブ！かごしま 検索

ＫＯＵＧＥＩ　ＥＸＰＯ 検索

ユーザー名：pref.kagoshima

ユーザー名：kagoshimakensei

【開催期間】11月2日(金)～4日(日)
【開催場所】マリンメッセ福岡
※入場無料

ひとりで悩まずにご相談ください
誰にも相談できずに、ひとりで抱え込んでいることはありませんか。 

それぞれのお悩みに応じた相談窓口を設けています。まずはお電話ください。

11：20～11：35

17：25～17：30

なるほど！鹿児島

今年6月新たに相談拠点を設置
ＦＬＯＷＥＲ（フラワー） 性暴力被害者サポートネットワークかごしま

女性健康支援センター

妊娠・出産など

ホームページ
ＱＲコード

●県や県警などの関係機関が連携・協力して支援する公的ネットワーク
　です。
●電話相談や面接相談に応じます。ご家族からの相談にも対応します。 
●男性・女性問わずご相談ください。 
●診療(産婦人科)やカウンセリング(臨床心理士)などが必要な
　ときに は、それぞれ専門機関を紹介します。 
●病院や警察など関係機関へ付き添いを行います。

火～土
午前10時～午後4時

（祝日・年末年始を除く）

火・木・土・日
午前10時～午後6時

josei@pref.kagoshima.lg.jp

（県助産師会）

☎099（239）8787

☎099（210）7559

相談
時間

相談
無料

相談
時間

子ども・家庭110番

子育てや子ども自身の悩み

小児救急電話相談

子どもの急な病気・けが

午前9時～午後10時
（土・日・祝日・年末年始を除く）

つ なごう よ い こ に

（県中央児童相談所） （県医師会など）

☎099（275）4152 ☎♯8000 または
☎099（254）1186

相談
時間

平日・土 午後7時～翌朝8時
日・祝日・年末年始
　　　　　午前8時～翌朝8時

相談
時間●妊娠（予期しない妊娠など）､出産､子

育て､ＤＶ､更年期､性行為感染症な
どについて、助産師等が個人情報を守
り、丁寧にお話を伺います。
●ご家族からの相談にも対応します。 
●県保健所でも、電話や面接での相談
をお受けします。

●専門の相談員が対応します。
●18歳未満の子どもに関することで
あれば､本人・家族・学校の先生・
地域の方々など､どなたからでも相
談をお受けします。

●看護師等から応急処置や医療機関の
受診の必要性などのアドバイスが受
けられます。
●おおむね15歳未満の子どもの保護
者の方等からの相談をお受けします。

は な は な

☎

メール

女

子育


